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監 第 2 7 3 - 2 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 2 6日 

 

今 治 市 長  徳 永 繁 樹 様 

今 治 市 議 会 議 長  藤 原 秀 博 様 

 

今治市監査委員  木 原 盛 展 

同     渡 部   豊 

 

監査結果の報告の提出について 

 

 地方自治法第 199 条第４項の規定に基づく令和５年度の定期監査を、今治市監査基準に準拠

して実施したので、その結果に関する報告を同条第９項の規定により次のとおり提出する。 

 

１ 監査の種類  定期監査 

 

２ 監査の対象  市議会事務局 

           議会総務課 

 

３ 監査の期間及び監査を実施した監査委員等 

監査の期間 監査を実施した監査委員等 

令和６年１月５日～令和６年２月 20 日 木 原 盛 展・平 田 秀 夫 

令和６年２月 20 日～令和６年３月 25 日 木 原 盛 展・渡 部 豊 

 

４ 監査の除斥 

  渡部 豊 監査委員及び平田 秀夫 前監査委員は、政務活動費に関する事務の監査にあた

っては、地方自治法第 199 条の２の規定により除斥した。 

 

５ 監査の着眼点及び主な実施内容   

  令和４年度における市議会事務局主管の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の

管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運

営の合理化に努めているかを着眼点とし、関係諸帳簿、書類及び支払証拠書類等の提出を

求めるとともに、関係職員から説明を聴取するなどして監査を実施した。 
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６ 監査の結果 

監査を実施した結果、概ね適正に処理されていたが、事務執行の一部において改善等を

要する事項が見受けられた。事務局の事務分掌、指摘事項等については次のとおりである。 

  



- 3 - 

 

 

 議 会 総 務 課  

 

【事務分掌】 

総務係 

(1)  公印の管理に関すること。 

(2)  儀式及び交際に関すること。 

(3)  議長及び副議長の秘書に関すること。 

(4)  議長会に関すること。 

(5)  議員の身分に関すること。 

(6)  議員の報酬及び費用弁償に関すること。 

(7)  議員の共済に関すること。 

(8)  職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。 

(9)  事務局諸規程の整備に関すること。 

(10) 議会費予算及び決算に関すること。 

(11) 旅行命令及び旅費の計算に関すること。 

(12) 物品の出納及び保管に関すること。 

(13) 文書の収受、発送及び保管に関すること。 

(14) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 

(15) 政務活動費に関すること。 

(16) 議場、委員会室及び控室等の管理に関すること。 

(17) 議会の自動車に関すること。 

(18) その他庶務に関すること。 

 

議事調査係 

(1)  本会議、委員会及び協議会に関すること。 

(2)  請願及び陳情等に関すること。 

(3)  議決及び議会決定事項の処理に関すること。 

(4)  会議録、各委員会記録及び諸会議の記録に関すること。 

(5)  議員の提出議案及び意見書に関すること。 

(6)  議会関係条例、規則等に関すること。 

(7)  発言通告に関すること。 

(8)  議事日程及び諸般の報告に関すること。 

(9)  議会の行う選挙に関すること。 

(10) 議員の出欠席に関すること。 

(11) 会派の結成届又は異動届等に関すること。 

(12) 議会の傍聴に関すること。 

(13) 市政の調査及び関係法規の調査研究に関すること。 
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(14) 各種の統計、資料の収集及び作成に関すること。 

(15) 議会の広報活動に関すること。 

(16) 視察の受け入れに関すること。 

(17) 議会図書室に関すること。 

(18) その他議事及び調査に関すること。 

 

【指摘事項等】 

（指摘） 

１ 市長への負担金請求に添付した、歳出経費に係る明細書の写し等に記載された宛名が統一

されていなかったので、正しい宛名で統一するよう、今後は適切に事務処理されたい。 

 

（意見） 

１ 市議会のインターネット中継は、ケーブルテレビの未加入者や視聴区域外の方に対する地

域格差をなくすため、また開かれた議会対応のために実施されているが、さらなる周知に努

められたい。 

 

２ 議事調査係内において、特定の職員に時間外勤務が集中していたので、負担が過重になら

ないよう、業務の調整を行うなど労務管理を適正に行うようにされたい。 

 

 


